
19 19 19 19 17 17 1 14 4 5 10 11 12 19 0 5 5 1 18 6 10 3 8 2 8 8

島根県 松江市 教育委員会 学校教育課 学事係 0852-55-5416 school-edu@city.matsue.lg.jp
http://www1.city.matsue.shimane.jp/kyouiku/
gakkou/tetsuzukienjo/syuugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

児童扶養手当申請時に案内。死亡届、離婚に伴う手続き一覧
に記載。 ○ ○ ○

原則【ア】による対応だが、来庁者には窓口にて
配布。

島根県 浜田市 教育部学校教育課 0855-25-9711 gakkou@city.hamada.lg.jp
http://www.city.hamada.shimane.jp/www/con
tents/1548036460892/index_k.html ○ ○ ○ ○

就学時健康診断の案内と一緒に就学援助のおしらせ（チラ
シ）を郵送している ○

A4両面カラーのお知らせを全児童生徒に配布しており、漢字には振り
仮名を付記，援助対象となる年間所得の目安額等を記載している ○ ○ 市のホームページから申請書をダウンロード

島根県 出雲市 出雲市教育委員会 教育政策課 0853-21-6190
kyouiku-
seisaku@city.izumo.shimane.jp

http://www.city.izumo.shimane.jp/www/conte
nts/1165300942538 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

島根県 益田市 教育委員会学校教育課 0856-31-0451 gakkou@city.masuda.lg.jp
http://www.city.masuda.lg.jp/soshiki/176/771.
html ○ ○ ○ ○ ○ ○ 児童扶養手当申請時に案内。 ○

・漢字には振り仮名を付記、援助対象となる年間所得の目安額等を記
載、各費目の援助額や年間総援助額の記載。
・転入者には必ず就学援助制度を説明している ○ ○

・原則【ア】による対応だが、教育委員会来庁者
には直接窓口で配布
・市のホームページより申請書をダウンロード

島根県 大田市 教育部 総務課 0854-82-1600 o-kyosoumu@city.ohda.lg.jp http://www.city.ohda.lg.jp/tag/433/1617 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

島根県 安来市 安来市教育委員会学校教育課 0854-23-3235 gakkou@city.yasugi.shimane.jp
https://www.city.yasugi.shimane.jp/kurashi/k
yoiku/shugakuenjo.html ○ ○ ○ ○ ○

・福祉課等関係課より制度説明の書類を配布。
・就学時健康診断の際に教育委員会で就学援助制度の書類を
配布 ○ ○ ○ ○

教育委員会で転入等の相談の際、必要に応じて申
請書を配布。

島根県 江津市 江津市教育委員会 学校教育課 管理係 0855-52-7495 gakkokyoikuka@city.gotsu.lg.jp https://www.city.gotsu.lg.jp/
https://www.facebook.com
/gotsucity/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 対象となる申請者へ外国語（中国語）のご案内を送付。 ○ ○

小学校就学予定者に対しては、教育委員会から全保
護者へ申請書を配布。

島根県 雲南市 教育委員会 学校教育課 0854-40-1072
gakkoukyouiku@city.unnan.shimane.
jp http://www.city.unnan.shimane.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

・新一年生に向け、年末に制度案内と申請書を配
付。
・既認定者に向け、年末に次年度申請案内と申請

島根県 奥出雲町 奥出雲町教育委員会 教育魅力課 0854-52-2672 kyouiku@town.okuizumo.shimane.jp https://www.town.okuizumo.shimane.jp/ ○ ○ ○
小学校の新入生には、入学前に幼児園にて制度の書類を配布
している。 ○ ○

島根県 飯南町 飯南町教育委員会 0854-76-3944 i-kyoiku@iinan.jp http://www.iinan.jp/ ○ ○ ○ 転入の際に就学援助制度を説明 ○ ○

島根県 川本町 川本町教育委員会 教育課 学校教育係 0855-72-0704 http://www.town.shimane-kawamoto.lg.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

島根県 美郷町 美郷町教育委員会 学校教育係 0855-75-1217
takino-anna@town.shimane-
misato.lg.jp

http://www.town.shimane-
misato.lg.jp/benri/hushime/120/269 ○ ○ ○ ○ ○ ○

イラストを入れて、見やすく手に取りやすいものにしている。申請書
には記入例をつけている。 ○ ○

新入学生については、小学生は就学時健康診断時
に、中学生は１日入学時に保護者へ教育委員会の
担当者から説明を行い書類の配布をしている。

島根県 邑南町 邑南町教育委員会 学校教育課 0855-83-1126 gakko@town-ohnan.jp
https://www.town.ohnan.lg.jp/www/genre/10
00100000204 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

島根県 津和野町 教育委員会 0856-72-1854 kyouiku@town.tsuwano.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○

島根県 吉賀町 教育委員会 0856-77-1285 kyoiku@town.yoshika.lg.jp http://www.town.yoshika.lg.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○
島根県 海士町 共育課 08514-2-1222 http://www.town.ama.shimane.jp/ ○ ○ ○ ○ ○ ○

島根県 西ノ島町 教育課 08514-6-0171
kyouiku@town.nishinoshima.shiman
e.jp http://www.town.nishinoshima.shimane.jp/ ○ ○ ○ ○ 学校を通して全保護者に申請書類を配布している。 ○

島根県 知夫村 教育委員会 08514-8-2301 kyouiku@vill.chibu.lg.jp ○ ○ ○

島根県 隠岐の島町 教育委員会総務学校教育課学校教育係 08512-2-2095
kyouiku-
soumu@town.okinoshima.shimane.jp http://www.town.okinoshima.shimane.jp ○ ○ ○ ○ ○ ○

就学時前児童に対して教育委員会から保護者へ申請
書を配布

０ 就学援助制度問い合わせ先（広報用）

①部署名 ②電話番号 ③e-mail ④ウェブサイト ⑤その他（SNSなど）

ウ．学校
から全児
童生徒も
しくは保
護者に申
請書を配
布

エ．教育
委員会か
ら全児童
生徒もし
くは保護
者に申請
書を配布

オ．その
他
→（２） （２）オの内容

①都道府県 ②市区町村名

（３）就学援助制
度に関する教職員
向け説明会の実施

（４）就学援助制度周知の工夫

ア．教職
員向け説
明会を実
施してい
る

イ．教職
員向け説
明会を実
施してい
ない

Ⅰ 平成３１（令和元）年度就学援助制度の実施について

２．就学援助の申請方法

（１）就学援助制度の申請書の配付方法
 （あてはまるもの全てに○）

ア．学校
から希望
者に申請
書を配布

イ．教育
委員会か
ら希望者
に申請書
を配布

キ．毎年
度の進級
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付

ク．民生
委員やス
クール
ソーシャ
ルワー
カー等か
ら案内を
配布

ケ．その
他→
（２） （２）ケの内容

（１）就学援助制度の周知方法(あてはまるもの全てに○)

１．就学援助制度の周知方法

ア．教育
委員会の
ウェブサ
イトに制
度を掲載

イ．自治
体の広報
誌等に制
度を記載

ウ．就学
案内の書
類に記載
又は就学
案内の書
類ととも
に配布

エ．就学
時健康診
断の際に
学校で就
学援助制
度の書類
を配布

オ．学校
の入学説
明会で就
学援助制
度の書類
を配布

カ．入学
時に学校
で就学援
助制度の
書類を配
付
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島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市
島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町
島根県 海士町

島根県 西ノ島町
島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

①都道府県 ②市区町村名

生活保護基準額
等に掛ける係数
（倍率）

市区町村民税課税
最低限度額に掛け
る係数（倍率）

倍 倍

19 19 19 18 19 19 9 7 16 19 11 8 10 13 9 1 3 0 3 13 0 3 1

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3

〇治療費、介護費、連帯保証人となる保証契約を締結したことに伴い生
じた保証債務もしくは賠償金等財産を形成しない債務を負っている者〇
生計を維持するものの傷病、死亡、失踪、離婚、失業等の事由により収
入が急激に減少した者〇風水害等により、家屋等に甚大な被害を受けた
者で、次に掲げる事由に該当するもの①家屋の流出、倒壊等により生活
の根拠を失い、生計の維持が著しく困難となった者②田畑、山林、営業
所得等を失い、生計の維持が著しく困難となった者③その他、前各号と
同等の状態であると認められるもの

15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2
25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 25%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.2 30%未満 30%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
学校の意見、その他証明により教育委員会が適当と認める場合

15%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 基準根拠：合計所得金額 15%未満 15%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 25%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 〇 1.5 25%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.3 25%未満 25%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.2 20%未満 20%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 教育長が特に就学援助を行う必要があると認める者 5%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 10%未満 10%未満

○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ 1.1 20%未満 20%未満

サ．学校納付金
の納付状態の悪
い者，昼食，被
服等が悪い者ま
たは学用品，通
学用品等に不自
由している者等で
保護者の生活状
態がきわめて悪
いと認められる
もの

シ．経済的
な理由によ
る欠席日数
が多い者

ス．保護者
の職業が不
安定で，生
活状態が悪
いと認めら
れる者

セ．生活福
祉資金によ
る貸付け

（１） 平成３１（令和元）年度当初における準要保護の認定基準（該当するもの全てに○）

（４）テの内容 （５）補足事項

Ⅱ 平成３１（令和元）年度準要保護認定基準

ソ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額が変わる
と自動的に要件
が変わるもの）
→（２）係数

タ．生活保護の
基準額に一定の
係数を掛けたも
の（生活保護の
基準額を参照し
て額を定めてい
るもの）
→（２）係数

チ．特別支援教
育就学奨励費の
需要額測定に用
いる保護基準
額，又は同基準
額に一定の係数
を掛けたもの
→（２）係数

ツ．市区町村民
税（所得割又は
均等割）課税最
低限度額に一定
の係数を掛けた
もの
→（３）係数お
よび目安額

テ．その他
→（４）

（２）ソ，タ，
チを選択した場
合

ケ．個人の
事業税の減
免

コ．固定資
産税の減免

ア．生活保
護法に基づ
く保護の停
止または廃
止

イ．市区町
村民税の非
課税

ウ．市区町
村民税の減
免

エ．国民年
金保険料の
免除

オ．国民健
康保険法の
保険料の減
免または徴
収の猶予

カ．児童扶
養手当の支
給

キ．保護者
が職業安定
所登録日雇
労働者

ク．P・T・A
会費，学級
費等の学校
納付金の減
免が行なわ
れている者

（３）ツを選択し
た場合

Ⅲ 就学援助率

（１）平成30年
度

（２）令和元年
度



19 19

島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市
島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町
島根県 海士町

島根県 西ノ島町
島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 4 4 1 2 2 2 0 0 1 8 8 1 8 8 8 1 1 0 14

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 20,454 ○ 21,975 実費：Ｒ１年度予算計上単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 45,900 ○ 24,000
修学旅行費は令和元年度予算計上単価
校外活動費の支給平均額は、平成30年度実績額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 10,857 ○ 22,375 平成３０年度の実績額

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 27,344 ○ 18,860
・学用品費・通学用品費 １年：11,420円  ２～６年：13,650円
・実費：Ｈ３０予算計上単価

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 20,648

○ 11,420 ○ 50,600 ○ ○ 21,490 21,490

通学費は、準要保護児童生徒に限らず、安来市小中学校通学費補助金交付要綱により補助。
医療費は、準要保護児童生徒に限らず、就学援助費ではなく他の公費による援助をしているた
め個人負担なし。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,490

支給平均額については、H30年度実績額より計上。（四捨五入）
医療費：支給総額（171,936円）÷支給人数（28人）
生徒会費、PTA会費、学校給食費：各費目の総支給額÷H30年7月1日現在の児童数
修学旅行費：小学６年生のみ。H30年7月1日現在認定児童数の18％。
校外活動費（泊無）：最も支給実績が多いのは、小学４年生。H30年7月1日現在認定児童数の
14％。
校外活動費（泊有）：最も支給実績が多いのは、小学５年生。H30年7月1日現在認定児童数の
25％。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 21,490 支給平均額は、平成３１年度（令和元年度）予算計上単価を記載。

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 23,248 支給平均額は、H３０年度実績

○

1年
11,420
2～6年
13,650 ○ 40,600 ○ 17,286

・修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、クラブ活動
費、PTA会費は30年度実績額。
・医療費は平成31(令和元)年度予算単価

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 39,290 0 ○ 21,490 21,490
平成30年度において、通学費及び医療費の支給実績なし
「支給平均額」は平成31年度予算に計上した単価

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,490
新入学児童生徒学用品費の支給があった場合には、通学用品費の支給はなし。上限ありの費目
費ついては平成30年度実績を記入。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 21,670

○ 11,520 ○ 50,600 ○ ○ 20,956

修学旅行費、校外活動費（泊なし、泊あり）、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、学校給食
費は平成30年度実績額を計上。卒業アルバム代は今年度より新設のため、平成31年度予算単価
を計上。医療費は「津和野町子ども等医療費助成条例」により町内小・中学生は医療費が無
料。

○ 11,520 ○ 50,600 ○ 21,670 19,550

給食費は、全児童生徒に対して無償化しているので個人負担金は発生しない。通学費は、準要保
護児童生徒に限らず、吉賀町通学費補助金交付要綱により補助。
医療費は、準要保護児童生徒に限らず、就学援助費ではなく他の公費による援助をしているた
め個人負担なし。校外活動で宿泊を伴う活動は吉賀町は実施していない。

○ 11,420 ○ 20,470

○ 11,420 ○ 40,600 ○ 5,000
○ 11,420 ○ 40,600 ○ 0

○ 14,700 ○ 50,600 ○ 学用品費について、新入学児童は年額12,600円としている。

（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

１．小学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

（１） 費目毎の援助額

学用品費



19 19

島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市
島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町
島根県 海士町

島根県 西ノ島町
島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

①都道府県 ②市区町村名

実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他 実費 支給平均
額

現物支給 上限額 上限の金
額

支給平均
額

一定額 一定の金
額

その他

0 0 0 0 0 0 19 19 0 0 0 0 0 0 0 19 19 0 4 4 1 2 2 2 0 0 1 8 8 1 8 8 7 1 1 0 13

○ 22,520 ○ 57,400 ○ 75,222 ○ 45,334 実費：Ｒ1年度予算計上単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 140,746 ○ 48,000
修学旅行費は令和元年度予算計上単価
校外活動費の支給平均額は、平成30年度実績額

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 41,637 ○ 46,951 平成３０年度実績

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 5,940 ○ 54,120
○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 49,322

○ 22,320 ○ 57,400 ○ ○ 57,590 57,590

通学費は、準要保護児童生徒に限らず、安来市小中学校通学費補助金交付要綱により補助。
医療費は、準要保護児童生徒に限らず、就学援助費ではなく他の公費による援助をしているた
め個人負担なし。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 52,286

支給平均額については、H30年度実績額より計上。（四捨五入）
医療費：支給総額（63,031円）÷支給人数（8人）
生徒会費、PTA会費、学校給食費：各費目の総支給額÷H30年7月1日現在の生徒数
修学旅行費：中学２年生のみ。H30年7月1日現在認定生徒数の31％。
校外活動費（泊無）：最も支給実績が多いのは、中学３年生。H30年7月1日現在認定生徒数の
33％。
校外活動費（泊有）：H30年度は実績なし。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 57,590 57,590 支給平均額は、平成３１年度（令和元年度）予算計上単価を記載。

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 49,869 支給平均額は、H３０年度実績

○

1年
22,320

2,3年
24,550 ○ 47,400 ○ 75,250

・修学旅行費、校外活動費(宿泊を伴わないもの)、校外活動費(宿泊を伴うもの)、クラブ活動
費、生徒会費、PTA会費は30年度実績額。
・医療費は平成31(令和元)年度予算単価

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 79,410 0 ○ 57,590 57,590
平成30年度において、通学費、医療費及び校外活動費（宿泊を伴うもの）の支給実績なし
「支給平均額」は平成31年度予算に計上した単価

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 48,487

新入学児童生徒学用品費の支給があった場合には、通学用品費の支給はなし。上限ありの費目
費ついては平成30年度実績を記入。卒業アルバム代等は平成３１（令和元）年度の執行見込額
を記入。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300

○ 22,510 ○ 57,400 ○ ○ 57,812

修学旅行費、校外活動費（泊なし、泊あり）、クラブ活動費、生徒会費、PTA会費、学校給食
費は平成30年度実績額を計上。卒業アルバム代は今年度より新設のため、平成31年度予算単価
を計上。医療費は「津和野町子ども等医療費助成条例」により町内小・中学生は医療費が無
料。

○ 22,510 ○ 57,400 ○ 60,300 60,300

給食費は、全児童生徒に対して無償化しているので個人負担金は発生しない。通学費は、準要保
護児童生徒に限らず、吉賀町通学費補助金交付要綱により補助。
医療費は、準要保護児童生徒に限らず、就学援助費ではなく他の公費による援助をしているた
め個人負担なし。校外活動で宿泊を伴う活動は吉賀町は実施していない。

○ 22,320 ○ 23,550

○ 22,320 ○ 47,400 ○ 9,200
○ 22,320 ○ 47,400 ○ 0

○ 25,900 ○ 57,400 ○ 学用品費について、新入学生徒は年額23,700円としている。

（２） 補足事項

新入学児童生徒学用品費等 通学費 修学旅行費

Ⅳ 平成３１（令和元）年度準要保護就学援助額

２．中学校の就学援助額の単価（一人当たり年間支給額）

（１） 費目毎の援助額

学用品費



19 19

島根県 松江市

島根県 浜田市

島根県 出雲市

島根県 益田市
島根県 大田市

島根県 安来市

島根県 江津市

島根県 雲南市

島根県 奥出雲町

島根県 飯南町

島根県 川本町

島根県 美郷町

島根県 邑南町

島根県 津和野町

島根県 吉賀町
島根県 海士町

島根県 西ノ島町
島根県 知夫村

島根県 隠岐の島町

①都道府県 ②市区町村名 Ⅵ 自由記述欄

0 1 0 0 4 1 13 0 0 1 0 0 0 0 1 0 0 3 3 4 1 0

○

○

○

○
○

○

○ ○

カの補足：特別支援教育就学奨励費による学用品費等の支援（就学援助対象者
を除く児童生徒）、遠距離通学の生徒に対する現物給付（バス定期券等）

○

○

○ ○

公共交通（バス）の小中学生無償化

○ ○

遠距離通学費の支給
①バス通学をしている児童生徒について、スクールバスについてはフリーパス
を交付し保護者の運賃負担なし。民間事業者の運行するバスについては定期乗
車券の現物給付
②自宅から最寄りバス停までの距離が2km以上の児童生徒に対し、その距離に
応じてガソリン代を支給

○ ○

○

○ ○

○ ○

新入学生の全児童生徒に対して制服体操服の助成券の贈呈（金額１万円）
高校生まで医療費無料。保育料無料。放課後児童クラブ
無料。

○ ○

○
○ ○

○

就学援助制度の運用や，経済的に困窮している児童生徒に対する市町村の取組・対応につ
いて，これまでの回答への補足

Ⅴ その他

１．学校における保護者負担軽減に向けた取組の状況 ２．教育委員会における保護者負担軽減に向けた取組の状況

（１）教育委員会が把握している学校の取組（あてはまるものすべてに○）

（２） クの内容及び補足説明

（１）教育委員会における取組（あてはまるもの全てに○）

（２） コの内容及び補足説明 （３）その他学校や教育委員会以外での取組

ア．自治
体内で学
用品等の
仕様の統
一

イ．自治
体内で学
用品等の
一括契
約・購入

ウ．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）

エ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

オ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

カ．就学
援助とは
別に，学
用品費等
の一部助
成

キ．学用
品費等の
購入費用
の貸付

ク．学校（又
は校長会等）
に対して，学
用品等の取扱
いに関する通
知やマニュア
ルを提示

ケ．学校
（又は校長
会等）に対
して，他校
の取組状況
等を情報提
供

コ．その
他
→（２）

ク．その
他
→（２）

キ．把握
していな
い

カ．使用
する学用
品等の入
札・合見
積等の実
施

オ．使用
する学用
品等の精
選

エ．低廉
な学用品
等の使用

ウ．学用
品等（中
古品を含
む）の無
償給与

イ．学用
品等（中
古品を含
む）の貸
し出し

ア．学用
品等の中
古品を安
価で販売
（バザー
等）


